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1. 救急医療体制の整備

救急医療対策が行制施策として鼠織だったとりく為を

始めたのは昭和38年の消防法の一部改正からである.こ

れをこより事故や災害等をこよる患者の搬送が市町村の消防

機関の業務と_して義持付け吊lた.そこで搬送され引･*.

埼機関iこついて.昭和39年,厚生省により l救急病院等

を定める省令｣が制定され救急患者を受けÅれる外科系

を中心とした救急病院.救急診療所が都道府県知事か三､､

告示されるこしl二に左-､た.また.昭和17年･度;こ全円叫 米

健所単位をこ休日や夜間をこおける診療体制の整僻の検討が

行われ 昭和49年度かこ､'全国各地に休IJ ･夜間し'1患者ハ

ためし7)診療所し')整備が図{'わた.また昭和12牛度かと､､交

通事故町策t･'7------環上して国公立及こド公的医療機関を申し

に｢.救急医療七ンJLM巨')整備が推進された.

二･-lして救急患苦を搬送する体制上 搬送された患者

を治癖する体制が整備さナてたが,増え続ける交通事故',')

患者〔r)はかに急病による救急患者(-.rj増加も著 しくなる一･･･一

JjA.医療機関側に机､ても医療技術LT)高度化 多様化に

て単独の医療機関で適切な対応をすることが困難となり,

状況をこよって救急患者の受けÅ軌や治療を断る医療機関
がでできた.このいわゆる ｢たらい回し｣が敗余間魔と
して大きく取り上げられたことをこより,原盤省は,昭和
51iUIF]｢救急医療懇談会巨壬:発足させ.救急医療に-･-

いて検討を行うこ､l二とた-､た.

:さ､-i.::･ ･～～:1､･…､:Ji.'､ ､ /

昭和51年7札 ｢救急医療懇談会lは∴ 当面LJ-_るべき

救急医療対策に-~一八､てぎ提言を漣と.LtL,た.こ｡･り主な内容

は以下のとおりである.

(い 初期救急医療休制tLT)整備

●休日･夜間急.蟹･(そ･_ントーは.人LLI0万人H LLT)市を対象

をこ設置が図られているが,これを大口5万人程度までを

対象とするよう拡充する.その整鮪を進めるをこあたって

は,夜間をこお汐る診療体制が確保できるようをこ医師その

他の医療産額者の増農を図るとと屯をこ,住民からの救急

相談をこ応 じれるようテレホソサ-ビスを嚢施する.

●当番医制に--)いては.特定診療科等LT)医師についても

オン二L-JLできるような体制をとる.

(2) 広域的救急医療情報システムの整備

車 ｢たらい回し｣を防止するため,寡をこ緊急な措置を必

要とする救急患者をその措置を行うの風最も適 した救急

医療施設をこ迅速に運ぶため,広域的救急医療情報システ

J､左洛 都 道 府 県 ご 上 に 姫 備 す る .

⑳こ こ で は 2凄時 間 体 制 を とるためのスタッフを確保する

とともに,適切な助言指導を行うた瑚 こ医師を配阿 仁こ.

そ殿機能を十分をこ発揮できるようにする.

∈郭 病院群をこよる第二次救急医療の確保

⑳限られた既存の医療資源を有効に活頗するためチ病院

群輪番制等をこよる第二次救急医療を確保する.

●病院群tT)輪番制等に-1いては.各都道府県ごし畑二複数

の広域救急医療圏域を設定 し,初期救急医療施設の後方

病院として確保する中

歯この場督,必要な医師その他の医療従事者を確保 し,

さ吊こ地域医師会.大学付榔郁こ等ハ協力を得て産科や

特定診療科の医師をこついて叡応援を求めることができる

休制を上る.

⑳このため圏域内の医療施設が泰加する賂議会等の観織

を設け.地域全休!こして取 り組む.

⑳登簿な救急患者を確実をこ受けÅれることができる救命

救急救ツタ-を少なくとも各都道府県をこ-か所整備する甲

●そL:･'1施設設備,医療従事F,-について.lt:ント ･LT)機能

が十分発揮できるよう国は必要な政審措置を瀦ずる｡

⑳国公立病院や東学病院の寮橡的な取り観みを要請する也

し51 救急隊員(.り教育(]')充実

●救急隊員L'1教育内容し7)改善充雫を図り.救急隊針 〕資

し61 救急医学教育(')実施

●現在t-T)[末寺 教育においては 初期診断べ--,､∴-ン仁/-ト･

ケアをこついての教育訓練が十分でな宅,また医学の進歩

や医療技術の商止をこともない医師碍専門分化が進み,輿

様な症状の救急患者に遜｣掛 こ対応 しなければならない救

急医療をいっそう難 しくしていることから,兼学 (医学

部lにおいて.救急医療に閏∵卜封梢 IJを整備拡充し.臨

床寛習の発禁を因る.

●既に登施 してし､･る救急医療に従事している医師に対す

る研修に二机 ､ても.そ(･r)内容を充実強化し.て知識.技術

(r'lrE7日二を図･愚.

(71 間尺LJ)理解しt_二協力

●救急医療n確保派単i･こ医療関係者や関係行政機関(り努

力のみで達成 しうるものではなく,国民の側をこおいても

救急医療の本質的な困難さについての理解を深め,救急

医療に関する知識や,救急医療施設の適切な利周等,救

急医療をこついての正 しい理解と協力が必要である.

⑳このためあらゆる機会をとらえて知識の普及啓発や広

報活動を積極的に展開する.
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3.救急 医療体 制 の現状

この提言を受け,昭和52年度から厚生省はこれ蜜での

施策を級合的に整理し,新たな補助金の導入な捌こより争

初鼠 二次,三次の救急医療体制の体系的整備を開始す

ることになった.

現在しっ釣急医療体制Lll流才‖よ図 1(f一通 りでかモ工 特

をこ救急医療施設の整備については当面の目標を掲げその

現在▲196か所 廿日､一平成二川∴~H圭31｢り兄/日 で:臣 ),目

在宅当番区制した71'(湖i区で:盲･;一十 El標数～机1地区に対し

て80.70/い.病院群輪番制 ‖仙洞ujl潤坤溝こを含む1は

3T;1地区でLi㍉i㌦ [l倍数･･･107地区に対 して91.9011.釈

命救急七ンrト･吊 1()-･lか所-'C;JU).什標数 1ニiLlか所i二村

Llて77.000.救急医療情報-‡二ン･-'L--は 31か所であil.

I.f標臥17か所 巨全都道府県lに対して66_OO(IL:T.)達成率

とな--,ている.

また救急医療をこ従事する医師に対せる研修私一般研修

Ll)ほか小児札 脳外科.麻酔科各区Lr)研修や看護婦tTl研

修も干上､ている.各救命救急七:ノウ･-に卜▲′'1---JJ--一斗

整備し.医師 ･看護婦同乗による救急現場派遣事業申し､

電囲転送システムモデル事業,-リコブタ-寄添 寮 医 師

等確保事業.及び一般住民に対ずる救急 法 等 講 習 会 や 救

?扇 最 75･SZ3

急救命普及率業等も窯施 しているg

4. プ レホスピタル ･ケアの重要性

人し1ハ高齢化に伴か老人重篤患者Lr)増加や交通射出こ

よる昭露-苦しJ1増加.心疾患患者LT7増加等にしい).救急搬

送患者年々増加の一途をたどっており,それとともをこ医

療親閲までの凝議途上において呼吸 争循環不全をこ陥る患

者も増えてきている.自治省消防庁の ｢救急 車救助の現

況 (平成2年版)｣をこよる救急出勤件数及び撤送入農の

推移は閣 望のとおりであるが,過去摘年間をこ約 1.5倍

をこもなっている.

･3､番の ｢DOA をこ関する調査研究Jくま990)をこよると,

調査をした救命救急救ソタ-声東学病院救急部における

-施設当たりの ｢来院時心肺静止状態｣患者数は,且984

午(･7)こ_')8.0人かi､-1988f｢1)･-1∴iJ＼に増べ∵ていモ三一し.東京

i郡小巨-1救急情動におし､て信 心畔蘇生'LL匿を実施した

J＼が昭和i(軒･i･こ5.11二1人でLiニ‥,たハが.平成元年-嵩ま5.iLll

人に増十こいる.

Lかしわ7回車用l状においては 救急現場や搬送途 卜

をこおける医師の開孝の機会は少なくヲ救急隊農の実施す

る応急手当て の範 囲 も限 ら れ て い る こ と か ら ヲ プ レ ホ ス

ピ 射 レ 帝ケ ア の充 実 を断 う 声 が 次 第 をこ高 渡 り を 鳳 せ る よ

う に な っ て き たq 参 考 ま で に , 調 査 方 法 や 対 象 , 原 因 疾

患 予 頗 語 の 定 義 な どが 異 な る が , わ が 国 と 楽 園 と の 救 急

2,6i鳩.93g作

40 il i2 43 朋 45 絹 鳩了 亀8 項9 50 51 52 53 5穏 55 56 57 58 59 60 6i 62 63 左折成蒐

因 望 救 急 出 場 件 数 及 び 耗 送 入 農 の 推 移
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表 1 心 柚機能停IL状態患 和 一)救 命率し‥川 畑 t粒

l ヵ 月 目 十生 存 率 救 命率 盤存退院率 対 象 心肺樽能停止の原因% 弓現場 で市民 をこよる心肺蘇生 あ り

日 本 ( 冒 4 .0 % 弓 軋 9 7 % ; 匪頬庫閏に凝還 された心肺停止状態患 外傷 3iBア心疾患 3297その飽 35申6 7% (同 じ調査をこおいて対象が異な る)

資料 : 日本 く日 小藩啓次 ｢DOA に関する調査研究｣ 且990

日本 (2) 東京消防庁調査 1988

日本 (3) 佐 々木勝 砂飽 rm救命率 魯剖検率からみた D揖A 症例の検討｣救急医学芳1射7);

877-885,且990
ー′'Jl卜1J F,iseHl選,I-i,＼pIS.(､L汀tii;lL､:tn･し､トー二川し･1I(.t､トtlトし､itこlliい=:▲･＼′Tこ~ltL,tlfl'tlL'itiL､S.it1州

*救 命率 : 日本 (1) 心肺 だげでなく,脳蘇生転完全に成功 した場合

田本 (2) 軽快退 院 した者の割合

*生存退院率:日本 (2 ) 軽 快退院 した者 は 0%)を下限とLFそれと呼吸循環が再開 したが,

転院叉 は 転 科 で予後が不明の老 摘｡0%)を合計 したものを上限とした㊤

アメリ カ 病 院 か ら生きて退院 した著の割合で,退院の定義がはっきりしないが勺

脳 蘇 生 が 完 全 で な い患者も含まれていると考えられる｡

*EMT:簡単な応急 手 当 の み を 行 う . E3本の救急隊農相当の者｡

*fn:T'lー-1~):lT.＼1 T で 更 に 除 細 動 が 行 :l･言 露.

*paramed豆C:陰 線 動 , 気 管 内 挿 管 , 薬 物投与まで医師の指示の下に行える老粋

*EMT/Par 盈 m だ d ic : 最 初 をこ E M T が 出 動 し,PaTamedicが到着する濠で基本的な応急手当を行うヰ

贋 を 行 う 廿

患苦L'rl 救 命 率 ( T) l t 粒 に -. - い て 表 1 に 示 し た .

5. 救 急 隊 員 の 行 う 応 急 手 当 て の 範 囲 の 拡 大

と 救 急 救 命 士 制 度 の 創 設

平 成 元 年 , 厚 生 省 は わ が 国 の 2 且 健 紀 の 救 急 医 療 体 制 を

い か をこ す る か を 検 討 す る た め , ｢ 救 急 医 療 体 制 検 討 会 ｣

を 発 足 さ せ た ♯ 昭 和 51 年 以 来 1 3 年 ぶ り の 検 討 会 で あ る 勾

こ の 検 討 会 の 小 委 農 会 は 平 成 2 年 8 月 , ｢ 救 急 患 者 の 救

命 率 向 上 の た め に ｣ - D O A 患 者 を 中 心 をこ 緊 急 に 取

り 組 む べ き 方 策 に つ い て - を 報 告 し た 丘

基 本 的 をこ は D O A 患 者 の 救 命 率 を 向 上 さ せ る た め をこ

ぼ , 搬 送 途 上 等 をこ お け る 医 療 の 発 受 を 図 る 必 要 が あ り ,

:LLii~､

そのため医師や看護婦等が直接救急現墳-出勤できるよ

うなシステムの構築を図るとと転に,医師a)半び断を直接

救急現場に届けられるホットライyの活用,救急隊員UNj

教育 魯訓練の充実をこよる質の高も､救急業務の展開,高度

な医学知識や技能を必要とする処置について新たな身分

制 度の導丸等が提案されている巧

そ こで緊急に取 り組むべき方策として,(わ ドタタ--

カ - 等 の効果的活周 ② 救急医療をこ携わる医療関係者

の 確 保 (救急担当医師の養成夕看護婦等の救急医療教育 萄

窯 欝 の 拡 充 , 医師の指示のもとに救急医療に関する専門

的 な 診 療 補 助 を 行える知識 骨技能を有する新たな身分制

度 噂 太 の 検 討 ) ③ 救急隊員の行 う応急手当ての充楽
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し教育･訓練を受けた救急隊員に血圧測定.心電 [栄卜検 査 .

革具の使用による異物除去,経鼻エアウェイをこよ る 気 道

確保等) ④ 国民に対する応急手当ての普及啓発 等 が

示された,

･方自治省消防庁も,平成1)牛GJ右こ救急業種研究 会

を発足させ,同8月 ｢救禽率向上のための方策をこついて ｣

i.11円には ≡救急業種研究会基本報告 ]L/]ti,ji･さノ情∴

その主要な内容はプレホスピタル 争ケア充実のため,㊨

応急勉匿等の範囲の拡漉 ② 心肺停止状態に陥った傷

病者にタ国家資格制艦齢態とでの除細動や輸液などの救

命効果を高める勉匿殿充実 ③ 高規格救急転勤革及び

最新救急資材の磯風 8整備 櫛 救急隊農に対せる教育

訓練 等で:臣:'.

平成 2年及望見 厚生省救急医療体制検討会小藩戯会の

沖 救急現場 ･搬送途J:.に.拭 い:-医療lJ･r)確保 し搬送途 卜

等をこおける医療の確保や応急手当の親好の拡大を図るた

め,救急医療をこ携わる医師 8看護婦等を養成 魯確保する

とと屯に,救急医療をこ関する専門的な教蘭訓練を者と一

体となってその充実を図る) ② 救急隊農の応急手当の

範囲の拡大 ③ 新たな資格制度の創設 (心肺停止状懸

患者し･r)救命率｢,L･]__l:畑ヒムJl必要性ハ高し､除細動.輸液 . 気

道確保等の高度な応急処置にて)いては予総合 的 な医 学 的

知識及び技能が要求されるので,新たな闘家 資 格 制 慶 と

して艶急救命十を創設し.医師LJl指示Ll')ヰトト二に雫 赦 ト:::､1.

こうした動き上【二もに.軸机上1:/那 し余部 余 , 艶 急 FEi:-.

療をこ関する小輩戯会からも夢国民に対する応 急 手 当 の 普

及啓発や ドタダ-カ-等の普及をこあわせて声 救 急 医 療 士

し仮称l(･り岡r衷資格制度し･丁凋J設か提登され 急 逓 平成 :i

年こ3札 救急救命 用 二審が国会に埋け持 畑 1 ･こ しL二上 十 ､

た そして3月率に療議院夢趨月をこぼ衆議 院 で そ れ ぞ れ

全会 弓敷-==:.r車k成∴立した.

(;. 救急救命士法の概要

救急救命十法は平成二川 二と‖j15L_｣に施行さ.ナ豆 二. そ し71

目的は救急救命士の資格を定めるとともをこきそ の 業 務 が

適性に運用されるようをこ観練し,もって医療の普 及 及 び

向上に寄与することである.ここで ｢救急救命士｣ とは ,

厚生大臣の免許を受けて,医師の指示の下に,救急 救 禽

処置を行うことを業とする者をいう.また ｢救急救 傘 処

置Jとは,その症状が著しく悪化するおそれがありき叉

はその生命が免除な状態にある傷病者 (墓療傷病者)那

病院叉は診療所をこ搬送されるまでの閏をこ野当敦盛慶傷病

者をこ対して行われる気道の確保,心拍の回復その他の勉

贋 で あ っ て , 当 談 義 慶 傷 病 者 の 症 状 の 著 しい 悪 化 を 防 止

しき 叉 は その 生 命 の 危 険 を 回 避 す る た め に 緊 急 をこ必 要 な

も 職 を い う,

救 急 救 命 ,__巨 '~1資 格 は 国 家 試 験 に 合 格 した 11ハ に 対 し

て 厚 敏 光 医 が 与 え る が チ モ の 試 験 は す で に 平 成 後 年 後 月

且9日 をこ第 旦回 の 試 験 が 葉 施 さ れ た と こ ろ で あ る 申 受 験 資

格 は 高 校 卒 業 者 で , - 窪 の 学 校 又 は 養 成 所 に お い て , 2

年 以 上 必 要 な 知 識 及 び 技 能 を 習 得 した も の , 及 び 救 急 業

務 をこ関 す る 望50時 間 講 習 の 課 程 を 終 了 し予 か つ , 5年 叉

は 2O脚 時 間 以 上 救 急 業 務 に 従 事 し た 魁 の で あ っ て , 〟

麓 の 学 校 又 は 養 成 所 をこお い て , 且年 以 上 必 要 な 知 識 及 び

技能 を 習 得 した も 職 等 で あ る が , そg)は か す で に 看 護 婦

の養成 過 程 をこあ る 者 や 終 え た 馨 に -)も､て 屯, 経 過 的 に 受

験資格 が あ た え られ て い る , 第 且回 の 試 験 で 屯約 9割 の

着護嫡 (士 ) が 骨 格 した や 現 在 養 成 校 と して 指 定 を 受 け

ている施設 は , 救 急 隊 魔 を 対 象 と す る も の く6 月 課 程 )

い::∴

救急救命士は診療の補助 と して 救 急 救 命 処 置 を 行 うこ

とが業 とす るものであり,診療の補助について窪められ

て い る保 健 婦助産婦看護婦紋の規定をこよらないことがで

き る8 した がって救急救命士は医師の具体的指示によっ

て 救 急 救 傘 処置を窯施することは当然であり, しかも現

状 をこお い て心肺静止状態の患者にできる救急救俸勉俊の

範 囲 は - 鰹の救命処置のはか ① 半倉敷式除細動器に

よ る除 組 敷 ② 乳酸加リンゲル液を欄いた静脈路確保

の た め の輸液 ③ 食道閉鎖式エアウェイ叉はラリンゲ

ア ル マ スタをこよる気道確保 をこ限定されている.

救 急 救薗士が芦救急敢薗脇匿を実施することのできる

場 所 をこついても限定されてお均,盈魔傷病者の搬送のた

め をこ健 頗する救急周自動車ヲ船舶及び航空機であってき

医 師 の指示を受けるために必要な通常施設その他の救急

救 命 処置を適正に行うためをこ必要な構造設備を有する場

所 と されている書もちろん救急用段勧車等をこ乗せるまで

の 間 をこおいて緊急をこ必要な場合はこの限りではない.な

お救急救命士という名称は資格者をこ敏占されたものであ

り,髄の着がこれに紛らわしい名称を頗いることはでき

;':=い.

7. これか らの救急医療体制の充実方策

平成 3年4乱 救急医療体制検討会は ｢21健紀に向け

ての救急医療体制の充実方策｣として最終報告を授豊凝し

たやここではこの報告書に沿いながらこれからの救急医

療体制の方向について考えてみたい由
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律 救急医療をこ関する姦寒的な考え方

救急医療の素質は含短時間をこ声限られた医療繁藤の屯

十こ＼患苦し.1状態材軸齢二判断 l救命に甘要吉治癖を行

うことであり予医療の原点というべきものであるgこれ

には救急医療をこ従寮する人達の高度専門的な知識や抜穂

が要求されるとと屯をこき医療体系全体の率で必要なマン

パワーの確保,施設 骨設備碍整備等が必要であるし,諺

療鞄酬畢国庫補助等をこよる経済的裏打ちも考慮されなけ

ればならない｡

現在各都道府県をこおいて,医療法をこ基づく地域医療計

画の策定が義務付けられているが,そこでÅ院医療の需

要に対応するため設定されている二次医療圏のなかで,

救急医療を位置付軌 地域の葉状に応 じた取組みが求め

られている.二次救急医療体制として整備を進めている

病院群輪番制や初期救急医療体制としての林田夜間急患

救ソタ-,在宅当番医制度等をそれぞれの二次医療圏に

おいて効率的に適確できるようをこ,また二次医療圏がは

ば広域市町村圏に一致 していることから消防体制との連

携をこより効率的浸潤が図られるよう,きめ細かな計画の

策定が望まれる.一方-き勉における救急医療の確保をこ

ついて屯,-き地診療所の薮鮪や-き地車横病院の充実

とと屯に7ヘリコプタ-の落屑など患者搬送体制の整備

も蚤要な課題である｡また数窯時の救急医療の確保のた

めに,各都道府県で策定されている地域防災計画のなか

管,横藤的取組みを進めるべきである甲

救急医療が時間的制約のなかで効果をあげるためをこぼ,

既存の社会資源を有効をこ活用しなければならず矛そのた

め役割分担を明確をこするとともをこシステム化を進める必

要がある中初期,二次,三次それぞれの救急医療体制の

役割に沿った整備の推進はもとより夢外科系疾患から内

科系疾患-の広がりヲ精神疾患や新生児,周産期疾患等

へも対応できる診療体制の発案が必要である.もちろん

救急救命士をはじめとする擬送途上をこおける医療の確保 争

充実屯進めていかなければならない.

そのためにはなをこよりもマソパワーの育成をしなけれ

ばならない｡医育観閲をはじめ救命救急セソターなどの

救急医療施設が,卒後節惨や生涯教育の場として横線約

に機能できる体制の整備が不可欠である寸

は) 救急医療の問題点と今後

ア) 救急医療顔劇 をこついて

救急医療体制についてはき初期,二次き三次救急医療

体制ごとに整備が推進されてきており,慶的捌 豊おおむ

ね充足されてきているがき地域的をこみると軍施設,マン

パワ-とも偏在が見られ〆る甘また時間帯によっては必ず
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Lも十分な受Åれ態勢をこなかったり,診療科日をこおいて

対応が困難な磯食もある｡救急告示病院と病院群輪番制

を進めている二次医療圏鯨の地域保健医療計画のなかをこ

救急医療体制の牽鱒を位置付け声2堵時間体制を踏まえた

休日夜間急患救ソタ-㌢病院群輪番制病院の盤鱒を進め

工々二王もに.精神科救急･[帰 り.1剛窄期救急僻乱 -封也

救急体制等にも取鼠まなければならない.

叡尊救急セyタ-を受診する患者の豪儀慶を見てみる

上 軽症か(う5.']00日:L成 itI隼調べ1. 童傷が 1こう.丁oo

(同)と高次戟能が必ず しも有効をこ機能 していない,ま

た救命救急センタ-がその所在する二次医療圏,あるい

は近所の住民に大半が利周されている実情から,現在入

r_ilLlOJj/＼に -か所(1･Tl整備方針を見直IL.二次医埴圏毎

(平均入口約30万人)をこ整備できるようにしていきたい.

そハ ｢j-重度熱傷,中毒.阜発外侮.指肢切断等高度専

門的な診療を要ずる愚老の治療が行える特殊診療施設

(｢広域敦傘也ソタ-｣(仮称))を整備し,-リコブタ-,

ヘリポ- ド,広域救急医療情報救ソタ-と救ットで全国

既摘､所程度整備する意見も示されている.これは平成凌

IT鳩 T.高度救命救急･-1ここrI一一_･として1Il都道府県に整備

が進められることになったが,ヘリコプタ…等について

はその効率性等から見送られている.

なお徐々をこ推進されている潤棟 2田制の実施は今後医

療機関に転普及して行 くことをこなるがヲそのためにはな

おさら救急医療体制の発受という藻打ちが求められる中

平成趨年度多地域的かこ土曜日等休診体制をとるところに

対して,救急医療体制確保のための助成の拡大を囲った

ところである由

イ) 患者擬選体制をこついて

-き鞄,離島および変通事情等をこより激送時間の長い

地域をこおいては, ヘリコプタ-の活周が不可欠であり,

消防機関はもとより由夜陰,海上緩安庁,警察,民間の

協力が重要である由手続き等に繁塞きが伴う面もあるが

有機的連携により速畢かな対応ができるよう協力を求め

てし､く､㌧∵二もに.-1†ホ一一ト;:i:救命救急七ン'1--にp,''/

セスしやすい場所をこ整備する必要屯ある,

また消防庁屯全国をカバ-している救急搬送体制の発

寒強化を進めており,救急救命処置を己対応できる高規格

自動車し'1整備ろ:捕::進 していl::'.こ.畑こ併せて救急救命 卜

をそれぞれの消防機関をこ配置できるよう養成をこ努めてい

る旬現在定められている救急救額士の行うことのできる

勉匿の範囲をこついてその拡充を求める意見があるが,資

格取得後の研修体制の確保や救急頗自動車と医療観閲の
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過信体 制 の充 発声凄腕 システ ムの確保 等 をこよ り救急救 命

士 銅活 動窯額 を積 み登 ね た結果 と して検討 を始 め る必聾

があ るだ ろ う旬

や) 国民 の理 解 と協 為

救急 医療 対策 を進 め る うえでタ 国民 が救急 医療 の担 う

磯 鍍夕効 率的 な利 鳳 段 ちの健 康 管理 に封す る寛任 等 かこ

ついて十分 な理解 と協力が必要 な ことはい うまで もない8

時 をこ心臓 が停 止 した丸殿.静を救 うの 掟は心臓停 止後 3-

5分以 内 に心臓 で ヅサ- 汐等 の応 急手 当 を行 う必要 があ

り野救急 車 が現場 に到着 す る濠で碍閣救 急現場 に屠 食 わ

せ た丸 に よ る救急 蘇教法 碍実施 は極 め て塵賓 で あ るユ ニ

(里こLVlf某鰹所こしたもし上し再郡Jj機関や日本赤!･Iip-.さ吊こ

甘羊校教育や交通安全教育等で取組.:11が行われている.

こ:恒■一にr~削亡が楕称的に参加上 イLホ~:H.I-'L,iJr1-~i'(')

一端を担って私らえるよう協力を求めているところであ

ノ上

(i. お わ リ に

こハはか救急医学に関する調査研取 .T)充実∴診療報酬

や助成制度の売薬など取艶むべき課魔は多も､が,関係者

(･Jl理解と協JJをお願いしたい.




